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「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

「
伯
爵
佐
々
木
蔵
書
印
」
と
い
う
印
を
お
し
た
「
土
佐
藩
政
録
」
の
写
本
が
、
現
在
私
の
手
元
に
あ
る
。
京
都
思
文
閣
よ
り
入
手
し
た

も
の
で
あ
る
。

中
枢
に
あ
り
、
後
に
明
治
天
皇
の
側
近
で
あ
っ
た
人
物
が
所
蔵
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
も
貴
重
な
写
本
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
写
本

は
、
系
譜
的
に
尊
重
し
得
る
写
本
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
写
本
に
は
、
多
く
の
「
取
消
シ
」
と
取
消
し
た
文
の
変
更
が
認
め
ら
れ
、

し
か
も
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
元
佐
々
木
伯
爵
|
ー
＇
佐
々
木
高
行
が
所
蔵
し
て
い
た
写
本
で
あ
り
、
幕
末
維
新
に
お
い
て
土
佐
藩
の

そ
の
変
更
は
、
重
要
な
意
味
を
有
す
る
変
更
で
あ
っ
て
、
単
な
る
訂
正
と
い
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
取
消
し
変

更
し
た
も
の
が
「
土
佐
藩
政
録
」
の
正
本
と
し
て
維
新
政
府
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
「
土
佐
藩
政
録
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
元
佐
々
木
伯
爵
所
蔵
本
「
土
佐
藩
政
録
」
は
、
単
な
る
「
土
佐
藩
政
録
」
の
一
写
本
で
は
な
い
。
「
土
佐
藩
政
録
」

の
原
本
と
認
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
土
佐
藩
政
録
」

誂
者
宮
内
省
ノ
命
ア
リ
嘉
永
癸
丑
ョ
リ
明
治
辛
未
二
至
ル
年
間
土
佐
藩
政
ノ
事
跡
ヲ
録
上
セ
シ
ム
凡
是
年
間
ハ
初
豊
信
国
政
ヲ
執
リ
久
シ

カ
ラ
ス
シ
テ
幕
府
ノ
忌
諒
二
触
レ
テ
隠
居
ス
豊
範
嗣
テ
立
ッ
而
テ
豊
信
後

朝
議
二
参
シ
又
国
政
ヲ
与
聞
ス
都
テ
具
事
皆
父
子
ノ
間
二
渉

ル
由
テ
始
終
ヲ
豊
信
二
係
テ
以
テ
豊
範
ノ
事
跡
モ
自
ラ
明
瞭
ナ
リ
故
先
ッ
端
ヲ
豊
信
ノ
出
処
二
起
ス

佐
々
木
本

次
に
原
本
を
変
更
し
た
重
要
部
分
を
正
本
と
対
比
し
て
示
す
。
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公
刊
本

ヘ
シ

〔
嘉
永
六
年
九
月
〕

佐
々
木
本

ノ
事
跡
混
滑
ヲ
免
カ
レ
ス
因
テ
各
其
名
ヲ
記
シ
テ
之
ヲ
別
ッ

羹
二
宮
内
省
ノ
命
ア
リ
テ
嘉
永
癸
丑
以
来
王
事
二
鞍
掌
セ
シ
顛
末
ヲ
録
上
セ
シ
ム
此
顕
末
ヲ
詳
ニ
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
勢
ヒ
藩
政
ヲ
詳
ニ

セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
故
二
此
書
二
題
シ
テ
藩
政
録
卜
日
フ
此
時
ノ
藩
政
ハ
藩
主
豊
範
父
子
ノ
間
二
成
レ
ル
者
ナ
リ
蓋
豊
信
国
政
ヲ
執
リ
久
シ

カ
ラ
ス
シ
テ
幕
府
ノ
忌
詭
二
触
レ
テ
隠
居
シ
豊
範
嗣
テ
立
ッ
而
シ
テ
豊
信
後

是
ョ
リ
前
僅
と
一
両
日
江
戸
ノ
報
ヲ
伝
ヘ
テ
藤
井
伊
一
＿
一
郎
土
佐
二
帰
ル
依
テ
是
改
革
時
機
二
適
合
ス
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
ト
云

是
時
海
防
軍
備
ヲ
修
メ
郡
府
ヲ
置
ク
録
環
配
霜
細
生
頑
i
噸
虹
呻
年
一
庫
頭
碩
環
卸
3
高
又
航
海
術
ヲ
講
セ
シ
ム
豊
信
藩
政
ノ
沿
革
二
依
リ
海
南
政
典

ヲ
修
シ
継
テ
藩
志
列
伝
ヲ
撰
セ
シ
メ
ン
ト
シ
吉
田
元
吉
等
二
命
シ
テ
担
当
セ
シ
ム
万
延
元
年
二
至
テ
粗
整
頓
ス
書
ノ
体
裁
ハ
其
処
二
尽
ス

是
時
海
防
軍
備
ヲ
修
メ
之
力
為
メ
郡
府
ヲ
置
ク
碑
王
緬
噸
細
吐
『
ぴ
芯
類
却
年
誼
祖
嗜
到
な

〔
安
政
四
年
十
月
七
日
〕

公
刊
本

関
法
第
三
一
巻
第
二
．
―
―
-
•
四
号
合
併
号

朝
議
及
幕
政
二
参
シ
又
国
政
ヲ
与
リ
聞
ク
是
ヲ
以
テ
父
子
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同
十
七
日
吉
田
元
吉
ヲ
仕
置
役
卜
為
ス
是
ョ

IJ
先
キ
吉
田
元
吉
才
学
ヲ
以
テ
豊
信
ノ
信
任
ス
ル
所
卜
為
ル
数
年
前
職
ヲ
奉
シ
テ
江
戸
邸
ニ

公
刊
本

「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

同
十
七
日
吉
田
元
吉
ヲ
以
テ
仕
置
役
卜
為
ス

案
吉
田
元
吉
人
ト
ナ
リ
硬
直
ニ
シ
テ
史
学
二
通
シ
殊
二
政
事
ノ
オ
ニ
富
ム
ヲ
以
テ
豊
信
ノ
親
任
ス
ル
所
卜
為
ル
先
年
職
ヲ
奉
シ
テ
江
戸

邸
二
在
リ
豊
信
諮
集
ノ
時
来
賓
酔
ヲ
帯
テ
元
吉
二
無
礼
ヲ
加
フ
元
吉
屈
屏
ヲ
受
ク
ル
ニ
忍
ヒ
ス
之
二
報
復
ス
因
テ
其
事
二
座
セ
ラ
レ
テ

城
下
ヲ
退
去
セ
シ
メ
テ
長
浜
村
二
住
ス
豊
信
大
二
用
ン
ト
欲
ス
故
二
是
挙
ア
リ
蓋
小
南
五
郎
右
衛
門
ノ
使
命
ハ
是
事
二
由
ナ
リ

佐
々
木
本

〔
安
政
五
年
正
月
十
七
日
〕

十
月
七
日
松
乎
越
前
守
ヲ
訪
フ
後
又
数
ハ
往
来
ス
悉
ク
録
七
ス

公
刊
本

案
是
等
ノ
事
以
後
尽
ク
録
セ
ス
豊
信
外
諸
侯
ニ
シ
テ
将
軍
儲
嗣
ノ
事
二
連
累
ス
其
本
蓋
之
二
基
ス
故
二
之
力
張
本
卜
為
ス
之
ヲ
録
シ
テ

始
メ
ヲ
示
ス

十
月
七
日
松
乎
越
前
守
ヲ
訪
フ
蓋
時
事
二
就
テ
詢
ル
所
ア
リ

佐
々
木
本
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〔
参
考

建
議
シ
テ
幕
府
ノ
忌
謡
二
触
ル
且
将
軍
嗣
子
ノ
事
二
関
シ
一
橋
卿
ヲ
立
ン
コ
ト
ヲ
謀
ル
将
軍
遂
二
紀
州
徳
川
氏
ヲ
蓑
フ
テ
嗣
ト
ス
将
軍
鹿

ス
ル
ニ
至
テ
尾
水
越
三
侯
譴
責
ヲ
受
ク
豊
信
モ
亦
罪
ヲ
獲
テ
鮫
洲
邸
二
隠
居
ス

公
刊
本
五
月
十
七
日
〕

此
ョ
リ
先
キ
豊
信
深
ク
国
事
ヲ
憂
ヘ

朝
廷
二
密
奏
七
ン
ト
ス
ル
所
ア
ル
ヲ
以
テ
納
戸
役
大
脇
興
之
進
ヲ
シ
テ
武
家
伝
奏
―
―
一
条
実
万
二
其

二
月
二
十
六
日
豊
信
致
仕
ス
名
ヲ
更
メ
テ
容
堂
卜
称
ス
豊
信
夙
二
皇
室
ノ
衰
頚
ヲ
憂
ヒ
大
二
翼
賛
七
ン
コ
ト
ヲ
図
ル
又
時
事
二
付
キ
膜

公
刊
本

第
三
一
巻
第
ニ
・
三
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四
号
合
併
号

在
リ
豊
信
謡
集
ノ
時
来
賓
酔
二
乗
シ
テ
元
吉
ヲ
屑
シ
ム
元
吉
辱
ヲ
受
ク
ル
ニ
忍
ヒ
ス
之
二
報
復
ス
豊
信
元
吉
ヲ
叱
シ
テ
席
ヲ
退
カ
シ
ム
因

テ
事
無
キ
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
元
吉
此
事
二
坐
七
ラ
レ
テ
格
禄
ヲ
槻
ハ
レ
城
下
ヲ
退
去
シ
テ
長
浜
村
二
住
ス
豊
信
再
ヒ
之
ヲ
用
ン
ト
欲
ス
故
ニ

皇
室
ノ
衰
頗
ヲ
憂
ヒ
翼
賛
シ
テ
興
起
七
シ
メ
ン
要
ヲ
図
ル
展
幕
府
二
建
議
ス
又

将
軍
嗣
子
ノ
事
二
関
ス
将
軍
紀
州
ノ
同
族
ヲ
養
ヒ
継
テ
将
軍
農
ス
ル
ニ
至
テ
尾
水
越
三
侯
譴
責
ヲ
受
リ
依
テ
閣
老
ノ
内
諭
ヲ
伝
ヘ
テ
隠
居

セ
シ
ム
後
又
謹
慎
ヲ
命
ス

案
豊
信
松
平
越
前
守
同
意
シ
将
軍
嗣
子
ノ
事
ヲ
周
旋
シ
三
条
実
万
卜
往
復
ス
遂
二
成
ラ
ス
偲
テ
妥
二
主
ル
ト
云

二
月
廿
六
日
豊
信
致
仕
ス
翌
日
容
堂
卜
称
ス
豊
信
夙

佐
々
木
本

〔
安
政
六
年
二
月
廿
六
日
〕

此
事
ア
リ 関

法

一
四
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「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

経
験
ヲ
以
テ
始
テ
完
備
ナ
ラ
ン
支
ヲ
欲
ス
ル
所
ロ
ナ
リ

佐
々
木
本

ヘ
不
容
易
事
共
申
通
候
趣
ト
ア
ル
ハ
此
事
ヲ
指
セ
ル
ナ
リ

一
四
五
（
四
六
五
）

意
ヲ
伝
ヘ
シ
ム
実
万
ハ
豊
信
ノ
夫
人
ノ
父
母
其
ノ
妹
夫
タ
ル
ノ
関
係
ア
ル
ヲ
以
ナ
リ
興
之
進
発
ス
ル
ニ
臨
ミ
豊
信
手
ッ
カ
ラ
画
師
荒
木
寛

畝
力
画
ク
所
ノ
蘭
相
如
完
璧
ノ
図
ヲ
興
ヘ
テ
以
テ
之
ヲ
激
励
ス
興
之
進
是
二
於
テ
穎
二
藩
邸
ヲ
出
テ
姓
名
ヲ
変
シ
テ
大
橋
渡
之
進
卜
称
シ

陽
テ
脱
藩
ノ
士
ト
ナ
リ
木
曽
路
ヲ
経
テ
京
師
二
達
ス
時
二
幕
府
ノ
偵
察
甚
厳
ニ
シ
テ
容
易
二
通
過
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
遂
ニ
―
―
一
条
家
ノ
邸
内

ニ
入
リ
其
家
臣
富
田
織
部
二
由
リ
実
万
二
謁
シ
豊
信
ノ
内
意
ヲ
ロ
陳
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
タ
リ
其
大
意
ハ
将
軍
家
定
其
任
二
堪
ヘ
ス
其
ノ
儲
嗣

ク
ル
ヘ
キ
者
ハ
一
橋
慶
喜
二
若
ク
者
ナ
カ
ル
ヘ
シ
而
シ
テ
公
武
合
体
将
軍
上
洛
ノ
典
ヲ
修
ス
ヘ
シ
一
朝
事
ア
ル
ト
キ
ハ
豊
信
国
カ
ヲ
王
事

ニ
尽
シ
テ
若
シ
不
臣
ノ
徒
ア
ラ
ハ
列
藩
卜
幕
府
ノ
親
藩
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
兵
ヲ
挙
ケ
テ
之
ヲ
伐
タ
ン
此
レ
豊
信
ノ
赤
心
ナ
リ
云
々
又
豊
信

ノ
姻
家
タ
ル
徳
大
寺
公
純
二
謁
シ
此
意
ヲ
述
へ
江
戸
二
帰
リ
テ
復
命
ス
此
事
ハ
安
政
五
年
ノ
春
即
前
年
ノ
事
ナ
リ
幕
府
ノ
達
書
ハ
堂
上
方

〔
万
延
元
年
〕

是
年
海
南
政
典
成
ル
拾
五
巻
目
ヲ
別
ッ
十
三
日
職
守
日
考
課
日
継
嗣
日
儀
制
日
寺
社
日
戸
籍
日
田
疇
曰
山
虞
曰
関
市
曰
賦
役
曰
営
繕
日
法

律
日
倉
庫
ニ
シ
テ
附
録
三
巻
―
二
廟
祭
儀
ニ
二
考
課
例
三
二
界
戊
営
規
則
ナ
リ
別
二
海
南
律
令
卿
稿
一
巻
ア
リ
本
藩
ノ
律
ハ
国
初
以
来
ノ

例
ヲ
援
引
シ
テ
之
ヲ
定
ム
一
事
起
ル
毎
二
繁
難
言
フ
ヘ
カ
ラ
ス
依
テ
主
刑
官
吏
新
二
制
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
則
草
稿
ヲ
編
成
シ
且
多
年
ノ

案
海
南
政
典
ヲ
撰
フ
殊
更
二
漠
文
体
ヲ
用
フ
異
ヲ
好
二
非
ス
本
邦
ノ
古
へ
律
令
格
式
ノ
体
モ
是
ノ
如
シ
且
当
時
昇
平
ノ
久
シ
キ
士
ハ
禄

ヲ
世
ニ
シ
出
テ
政
二
参
与
ス
ル
者
其
父
祖
ノ
記
録
ヲ
知
リ
或
ハ
故
事
ヲ
誼
ン
ス
ル
輩
能
ク
官
二
登
ヲ
得
テ
只
俗
吏
ノ
体
面
ヲ
具
ス
ル
ニ
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過
ス
豊
信
文
学
ノ
士
ヲ
登
用
セ
ン
ト
欲
ス
若
此
政
典
ヲ
読
得
ル
者
ノ
如
キ
ハ
読
書
ノ
カ
二
有
二
非
レ
＾
解
シ
得
難
シ
是
豊
信
ノ
意
ア
リ

是
年
制
度
改
正
局
ヲ
設
ケ
又
海
南
政
典
ヲ
編
輯
ス
政
典
十
五
巻
目
ヲ
別
ッ
十
三
職
守
卜
日
ヒ
考
課
卜
日
ヒ
継
嗣
卜
日
ヒ
寺
社
卜
日
ヒ
戸
藉

ト
日
ヒ
田
疇
卜
曰
ヒ
山
虞
卜
日
ヒ
関
市
卜
日
ヒ
賦
役
卜
日
ヒ
営
繕
卜
日
ヒ
倉
庫
卜
日
ヒ
法
律
卜
日
フ
此
外
附
録
一
ー
一
巻
ア
リ
廟
祭
儀
卜
日
ヒ

考
課
例
卜
日
ヒ
界
戌
営
則
卜
曰
フ
別
二
海
南
律
令
草
稿
一
巻
ア
リ
本
藩
ノ
律
ハ
国
初
以
来
ノ
例
ヲ
援
引
シ
テ
之
ヲ
定
ム
之
ヲ
罰
例
卜
日
フ

管
二
考
索
ノ
煩
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
刑
ノ
寛
猛
時
二
従
フ
テ
同
シ
カ
ラ
ス
擬
律
ノ
際
不
便
少
カ
ラ
ス
乃
チ
旧
例
ヲ
折
衷
シ
律
令
ヲ
編
輯
シ
多

年
ノ
経
験
ヲ
以
テ
始
テ
完
備
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
故
二
題
シ
テ
草
稿
卜
日
フ
凡
ソ
此
書
ハ
吉
田
元
吉
総
裁
シ
テ
専
ラ
編
纂
ノ
事
二
任
ス
ル
者

ハ
松
岡
七
助
ナ
リ
七
助
侍
読
ヲ
以
テ
江
戸
二
役
ス
ル
ニ
及
テ
細
川
潤
次
郎
之
二
代
ル

私
の
手
元
に
あ
る
佐
々
木
本
は
、
本
来
六
巻
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
第
三
巻
の
み
逸
脱
し
て
い
る
。
公
刊
本
と
の
異
動
は
、
も
ち
ろ
ん
右

に
あ
げ
た
箇
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
が
字
句
の
修
正
に
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
箇
所
の
異
動
は
、

単
な
る
字
句
の
修
正
や
文
章
の
考
訂
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
，
内
容
に
関
す
る
重
大
な
変
更
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻

一
の
右
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。

そ
の
一
は
、
吉
田
東
洋
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
佐
々
木
本
で
は
「
吉
田
元
吉
人
ト
ナ
リ
硬
直
ニ
シ
テ
史
学
二
通
シ
殊
二
政
事
ノ
オ
ニ

富
ム
ヲ
以
テ
豊
信
ノ
親
任
ス
ル
所
卜
為
ル
」
と
あ
る
の
に
対
し
、
公
刊
本
で
は
「
吉
田
元
吉
才
学
ヲ
以
テ
豊
信
ノ
信
任
ス
ル
所
卜
為
ル
」

公
刊
本

テ
学
識
ア
ル
士
ヲ
待
ッ
所
二
出
ル
ト
云

関
法

一
四
六
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四
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リ
」

「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

作
為
的
貶
下
の
存
在
は
、
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
四
七

（
四
六
七
）

纂
（
海
南
政
典
)
|
ー
合
理
的
官
僚
制
的
改
革
を
企
図
し
た
法
典
ー
ー
ー
の
総
裁
が
で
き
る
筈
が
な
い
。
佐
々
木
本
に
い
う
よ
う
に
「
政
事

ノ
オ
ニ
富
ム
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
評
価
に
関
し
て
作
為
的
貶
下
が
あ
る
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

必
然
的
に
海

南
政
典
の
評
価
に
も
及
ん
で
い
る
。
俗
吏
が
父
祖
の
記
録
と
故
事
を
暗
記
し
て
官
職
に
つ
く
と
い
っ
た
因
循
な
方
式
（
そ
れ
が
専
門
的
学

識
を
一
切
問
題
に
せ
ず
、
民
衆
の
要
請
に
積
極
的
に
答
え
よ
う
と
す
る
行
政
的
関
心
を
有
せ
ず
、
試
験
制
度
も
な
く
寵
臣
体
制
が
人
事
行

政
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
家
父
長
的
家
産
官
僚
制
の
頬
廃
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
）
を
粛
正
し
て
、
律
令
格
式
を
理
解
し
真
の

意
味
の
日
本
法
の
伝
統
を
掌
握
し
得
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
一
藩
の
法
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
新
し
い
国
家
法
の
原
型
と
し
て
の
法
典
編
纂
に

た
づ
さ
わ
り
得
る
よ
う
な
人
材
登
用
の
手
段
と
し
て
漠
文
体
の
法
典
の
編
纂
を
志
向
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
「
異
ヲ
好
二
非
ス
」
と

い
う
理
由
が
あ
る
。
公
刊
本
で
は
、
海
南
政
典
の
卓
越
せ
る
意
義
を
完
全
に
削
除
し
た
，
公
刊
本
に
お
け
る
吉
田
東
洋
の
評
価
に
関
す
る

そ
の
二
は
、
豊
信
が
幕
府
の
閣
老
の
内
諭
に
よ
り
隠
居
せ
し
め
ら
れ
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
佐
々
木
本
は
、
将
軍
嗣
子

の
こ
と
に
つ
き
一
一
一
条
実
万
と
往
復
し
た

l

い
わ
ゆ
る
京
都
手
入
れ
を
行
っ
た
こ
と
だ
と
卒
直
に
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
公
刊
本
で
は
、

将
軍
嗣
子
問
題
が
土
佐
藩
の
公
武
合
体
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
土
佐
藩
の
公
武
合
体
政
策
の
本
質
は
、

に
あ
り
、

王
事
に
尽
力
す
る
こ
と

し
た
が
っ
て
「
若
シ
不
臣
ノ
徒
ア
ラ
ハ
列
藩
卜
幕
府
ノ
親
藩
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
兵
ヲ
挙
ケ
テ
之
ヲ
伐
タ
ン
此
レ
豊
信
ノ
赤
心
ナ

（
豊
信
が
こ
の
よ
う
な
赤
心
の
持
主
で
な
か
っ
た
こ
と
は
小
御
所
会
議
の
経
過
を
み
て
も
明
白
で
あ
ろ
う
）
と
し
て
、
長
々
と
見
苦

し
い
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
釈
朋
を
記
し
て
い
る
。
土
佐
藩
の
勤
王
の
強
調
と
い
う
作
為
が
あ
る
，

そ
の
一
と
そ
の
二
と
は
密
接
に
関
連
す
る
。
佐
幕
派
と
い
う
誤
謬
に
満
ち
た
偏
見
を
も
っ
と
み
ら
れ
て
い
た
吉
田
東
洋
の
業
績
に
対
し

と
あ
り
、
吉
田
東
洋
の
資
質
を
「
オ
学
」
に
の
み
限
定
し
て
い
る
。

「
オ
学
」
の
み
で
幕
末
の
最
も
す
ぐ
れ
た
、
最
も
体
系
的
な
法
典
編
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作
為
的
貶
下
を
行
い
、
土
佐
藩
の
公
武
合
体
派
的
政
策
に
関
し
勤
王
的
修
飾
を
施
し
た
の
で
あ
る
。
佐
々
木
本
に
対
す
る
公
刊
本
の
か
か

る
変
更
ー
ー
そ
の
変
更
は
佐
々
木
本
に
朱
筆
で
「
取
消
シ
」
と
加
筆
と
を
行
っ
て
い
る
—
—
は
、
改
ざ
ん
と
断
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
。
佐

維
新
政
府
は
、
明
治
三
年
四
月
、
維
新
史
編
纂
の
た
め
に
、
幕
末
の
諸
藩
の
史
料
の
提
出
を
求
め
た
。

応
じ
た
も
の
で
、
土
佐
藩
の
幕
末
維
新
史
の
基
礎
史
料
と
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
甚
礎
史
料
に
既
に
右
述
し

た
よ
う
な
改
ざ
ん
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
維
新
史
の
史
料
考
証
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
と
思

う
。
公
刊
本
に
つ
い
て
、
乎
尾
道
雄
氏
は
、
解
説
を
附
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
部
に
は
、
「
『
土
佐
藩
政
録
』
全
六
巻
に
つ
い
て
は
、

第
一
巻
の
冒
頭
に
『
嚢
—
一
宮
内
省
ノ
命
ア
リ
テ
、
嘉
永
癸
丑
以
来
王
事
二
鞍
掌
セ
シ
顛
末
ヲ
録
上
セ
シ
ム
。
此
顛
末
ヲ
詳
ニ
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
勢
ヒ
藩
政
ヲ
詳
ニ
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
故
二
此
書
二
題
シ
テ
藩
政
録
卜
日
フ
』
と
あ
っ
て
、
本
書
成
立
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
序
跛
を
欠
い
で
い
る
の
で
成
立
の
年
次
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
維
新
政
府
が
歴
史
編
纂
の
た
め
に
嘉
永
以
降
の
史
料
を
諸

藩
に
求
め
た
の
は
明
治
一
一
一
年
（
一
八
七

0
)
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
土
佐
藩
政
録
』
起
稿
の
発
端
は
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
推

定
さ
れ
る
が
、
本
書
の
内
容
か
ら
推
し
て
、
そ
の
脱
稿
は
こ
れ
よ
り
数
年
後
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
高
知
大
学
図

書
館
本
に
よ
っ
た
が
、
か
つ
て
は
こ
の
ほ
か
に
幾
種
か
の
写
本
が
あ
っ
た
。
惜
し
く
も
戦
災
に
よ
っ
て
失
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
一

部
に
は
福
岡
孝
弟
や
細
川
潤
次
郎
の
筆
跡
で
数
力
所
に
朱
書
を
加
え
た
も
の
が
あ
り
、
先
学
田
岡
正
枝
氏
か
ら
は
手
島
季
隆
が
そ
の
草
稿

を
執
筆
し
た
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
。
山
内
家
記
録
に
は
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
四
月
十
三
日
福
岡
孝
弟
に
、
同
五
月
十
六
日
細
川

潤
次
郎
に
『
容
堂
公
遺
事
』
編
集
を
依
嘱
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
二
人
が
『
土
佐
藩
政
録
』
に
少
な
く
と
も
考
訂
の
役
割
を
は

た
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
」
と
の
べ
ら
れ
、
貴
重
な
伝
承
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

々
木
本
を
原
本
と
す
る
と
い
う
所
以
が
あ
る
。

関
法
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「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
伯
爵
佐
々
木
蔵
書
印
」
と
い
う
印
を
お
し
た
元
佐
々
木
高
行
所
蔵
本
の
存
在
を
知
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

佐
々
木
本
に
多
く
の
朱
筆
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
内
容
に
即
し
て
佐
々
木
本
を
「
土
佐

藩
政
録
」
の
原
本
と
考
察
す
べ
き
理
由
を
記
し
た
。

そ
れ
で
は
、
何
故
こ
の
「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
が
、
伯
爵
佐
々
木
家
所
蔵
、
す
な
わ
ち
佐
々
木
高
行
の
所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
佐
々
木
高
行
の
伝
記
史
料
「
保
古
飛
呂
比
」
（
「
佐
々
木
高
行
日
記
」
ー
東
京
大
学
出
版
会
刊
行
）
の
万
延
元
年
十

凡
テ
十
五
巻
、
目
ヲ
分
ッ
コ
ト
十
三
、

ク
関
市
、

日
ク
賦
役
、

曰
ク
営
繕
、

曰
ク
職
守
、

日
ク
倉
庫
、

日
ク
考
課
、

曰
ク
継
嗣
、

日
ク
寺
社
、

一
四
九

曰
ク
戸
籍
、

（
四
六
九
）

曰
ク
田
疇
、
日
ク
山
虞
、

曰

日
ク
法
律
、
此
外
附
録
三
巻
ア
リ
、
廟
祭
儀
卜
云
ヒ
、
考
課
例
ト
イ
ヒ
、
界
戌
営
規

則
卜
云
フ
、
別
二
海
南
律
令
帥
稿
一
巻
ア
リ
、
絃
二
卿
稿
卜
云
ヘ
ル
ハ
、
多
年
ノ
経
験
二
徴
シ
テ
始
メ
テ
完
備
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
テ
也
、

吉
田
元
吉
総
裁
ト
ナ
リ
、
松
岡
七
助
専
ラ
編
纂
ノ
事
二
任
ズ
、
七
助
侍
読
ヲ
以
テ
江
戸
二
役
ス
ル
ニ
及
ビ
、
細
川
侍
次
郎
之
二
代
レ
リ
、

こ
れ
を
み
れ
ば
、
公
刊
本
と
ほ
と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
海
南
政
典
の
編
纂
理
由
に
つ
い
て
そ
の
価
値
を
貶
下
し
改
ざ
ん
と
断
じ
て
よ
い

変
更
を
ほ
ど
こ
し
た
（
佐
々
木
本
に
は
朱
筆
を
も
っ
て
原
文
の
取
消
し
と
加
筆
を
行
っ
て
い
る
）
も
の
は
、

何
等
か
の
理
由
に
よ
り
手
元
に
お
き
校
勘
す
る
を
得
た
佐
々
木
高
行
そ
の
人
か
、
あ
る
い
は
佐
々
木
高
行
の
系
列
に
あ
る
人
と
い
う
こ
と

「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
が
伯
爵
佐
々
木
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
理
由
が
明
白

一
是
年
、
海
南
政
典
成
ル
。

二
月
の
項
に
海
南
政
典
編
纂
に
ふ
れ
て
次
の
如
く
し
る
し
て
い
る
。

乎
尾
氏
は
、

「
土
佐
藩
政
録
」

の
原
本
を



一
豊
信
ハ
、

一
公
武
合
体
、
将
軍
上
洛
シ
テ
後
事
ヲ
執
ル
事
、

と
な
る
の
で
あ
る
。

ざ
ん
を
公
刊
本
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
既
に
指
摘
し
た
が
、

弐
月
穀
旦

公
ヲ
寝
殿
二
拝
謁
シ
、

口
頭
ヲ
以
テ
公
命
ヲ
述
フ
、
其
概
略
二
曰
ク
、

一
当
将
軍
家
（
家
定
）

一
早
ク
人
撰
以
テ
西
丸
（
大
樹
家
儲
嗣
ノ
常
居
）
ヲ
定
ム
ヘ
シ
、
若
豊
信
ノ
見
込
如
何
ト
ア
ラ
ハ
、

一
薩
長
其
余
各
藩
内
奏
ノ
主
旨
承
リ
度
事
、

一
粟
田
宮
殿
下
御
性
質
又
御
行
状
拝
承
ノ
事
、

ハ
其
任
二
当
サ
ル
事
、

あ
る
。

一
橋
慶
喜
其
任
二
当
ル
ヘ
シ
、

松
野
尾
記
之
）
と
「
寛
畝
画
幅
二
関
ス
ル
顛
末
書
」

（
末
尾
に
「
明
治
参
拾
弐
年

関
法
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「
保
古
飛
呂
比
」
安
政
五
年
一
月
．
の
項
に
、

山
内
豊
信
が
隠
居
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、

一
五
〇

（
四
七

0)

「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
が
豊
信
の
京
都
手
入
れ
に
原
因
が
あ
る
こ
と
を
直

裁
に
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、
土
佐
藩
の
公
武
合
体
政
策
の
本
質
が
王
事
に
あ
る
こ
と
か
ら
説
き
お
こ
し
て
長
々
と
見
苦
し
き
釈
明
的
改

（
参
考
）
と
し
て
大
脇
興
之
進

順
若
の
略
歴
（
末
尾
に
「
右
明
治
廿
六
年
取
調
稿

大
脇
順
若
識
」
と
あ
る
）
と
を
お
さ
め
て
い
る
。
ほ
ぼ
そ
の
趣
旨
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
後
者
の
文
中
に
次
の
如
き
文
が

於
是
大
橋
渡
之
助
卜
変
称
シ
、
脱
藩
ノ
浪
士
二
擬
シ
、
途
ヲ
木
曽
二
取
リ
テ
上
京
ス
、
浮
浪
ノ
諸
士
ハ
各
跡
二
横
行
シ
、
幕
吏
ハ
非
常

ノ
視
察
ヲ
厳
ニ
シ
テ
、
容
易
二
通
過
ス
ル
ヲ
得
ズ
、
漸
ク
ニ
シ
テ
三
条
邸
二
入
リ
、
諸
侍
富
田
織
部
ヵ
家
二
潜
居
シ
、
隙
ヲ
得
テ
―
―
一
条

一
朝
事
有
錦
旗
翻
ル
ノ
日
ハ
列
藩
親
藩
ヲ
不
問
、
其
不
臣
者
討
之
、
国
カ
ヲ
尽
シ
テ
王
事
二
勤
メ
ン
、



「
土
佐
藩
政
録
」
の
原
本
に
つ
い
て

中
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

基
本
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
脇
興
之
進
順
若
の
略
歴
な
る
も
の
が
、

一五

「
保
古
飛
呂
比
」
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

右
の
「
寛
畝
画
幅
二
関
ス
ル
顛
末
書
」
も
、
大
脇
興
之
進
順
若
の
略
歴
で
あ
り
、
後
年
の
回
顧
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

翻
ル
ノ
日
」
云
々
の
記
事
に
よ
り
朋
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
略
歴
が
何
回
か
の
草
案
の
結
末
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
治
一
二
十
二

年
以
前
の
、
明
治
二
十
六
年
松
野
尾
記
之
と
す
る
略
歴
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
把
握
し
得
る
。

最
も
重
要
な
点
は
、
山
内
豊
信
が
隠
居
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
見
苦
し
き
釈
明
的
改
ざ
ん
を
行
っ
た
公
刊
本
の
記
述
の

の
事
実
も
ま
た
、
公
刊
本
に
お
け
る
改
ざ
ん
が
、
佐
々
木
高
行
そ
の
人
、
あ
る
い
は
佐
々
木
高
行
の
系
列
に
あ
る
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

こ
と
を
明
証
す
る
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
改
ざ
ん
が
、
吉
田
東
洋
の
人
格
な
ら
び
に
海
南
政
典
の
価
値
の
作
為
的
貶
下
に
集

海
南
政
典
の
綴
纂
者
は
、
吉
田
東
洋
を
総
裁
と
し
、
福
岡
孝
弟
、
松
岡
時
敏
、
大
崎
重
樹
、
戸
部
廉
平
、
谷
丹
作
、
大
谷
茂
次
郎
、
岡

万
助
、
細
川
潤
次
郎
、
大
町
利
乎
、
森
田
良
太
郎
、
森
沢
禄
馬
、
弘
田
亮
助
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
東
洋
は
暗
殺
さ
れ
て
い

る
，
彼
が
右
法
典
の
編
纂
に
身
命
を
賭
し
て
い
た
こ
と
は
、
編
纂
者
一
同
こ
れ
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
福
岡
孝
弟
以
下
の
編
纂
者

た
ち
が
、
自
ら
も
編
纂
に
た
づ
さ
わ
っ
て
い
た
法
典
の
価
値
に
つ
い
て
、
維
新
政
府
に
迎
合
す
る
た
め
に
作
為
的
貶
下
を
行
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
く
に
福
岡
孝
弟
の
如
き
重
厚
の
人
柄
で
あ
り
、
国
家
の
構
想
に
つ
い
て
も
解
放
的
な
見
解
を
有
し
て

い
た
も
の
が
、

か
か
る
迎
合
的
な
加
筆
、
改
ざ
ん
を
行
っ
た
と
は
、

と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

（
四
七
一
）

「
土
佐
藩
政
録
」

一
越
前
慶
永
ョ
リ
モ
間
使
ヲ
呈
ス
、
御
参
扱
ア
リ
度
事
、

是
乎
常
ノ
赤
心
万
々
御
疑
念
ナ
キ
事
、

「
錦
旗



氏
解
説
）
と
す
る
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
る
、
と
断
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

関
法

第
三
一
巻
第
ニ
・
三
•
四
号
合
併
号

一五

（
四
七
二
）

の
原
本
（
佐
々
木
本
）
に
即
す
る
限
り
、
福
岡
孝
弟
や
細
川
潤
次
郎
が
「
考
訂
の
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
」

（
平
尾
道
雄




